
四日市市告示第１６８号 

四日市市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。  

 令和７年３月２８日 

                     四日市市長  森 智広 

 

四日市市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱 

四日市市産後ケア事業実施要綱（令和３年四日市市告示第４３２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（委託料の請求等） （委託料の請求等） 

第９条 委託事業者等は、事業を実施し 

た日が属する月の翌月１０日までに、 

産後ケア事業実施結果報告書（第４号 

様式、第５号様式又は第６号様式） 

を添えて産後ケア事業委託料請求書  

（第７号様式）を市長に提出するもの

とする。 

第９条 委託事業者等は、事業を実施し 

た日が属する月の翌月１０日までに、 

産後ケア事業実施結果報告書（第４号 

様式または第５号様式）を添えて産後ケ

ア事業委託料請求書（第６号様式）を市

長に提出するものとする。 



 

 

 

 



 第１号様式を次のとおり改める。 

 

 

 



第４号様式から第７号様式までを次のとおり改める。  

 



 



 



 



附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

（こども未来部こども保健福祉課） 


